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外国人についての、写真証明は必要かと思い

ます。 

本件は在留カード、特別永住者証明書、外国

人登録証明書について、一部の書類には顔写真

が表示されないところ、かかる書類を顔写真の

ない本人確認書類と整理するものです。 

顔写真のある本人確認書類については当該

書類のみを提示するだけで本人確認できます

が、顔写真のない本人確認書類については、当

該書類のみを提示するだけでは本人確認でき

ず、本人確認書類を補完する書類の提示も受け

るなどの二次的な確認措置が必要となります。 

在留カードや特別永住者証明書まで写真な

し書類として整理するとはどういうことでし

ょうか？写真なしでも、本人確認書類として単

独で有効とするのか、それとも他の書類とセッ

トじゃないと本人確認書類として機能しない

のか。単独で有効とすると、なりすましが簡単

にできてしまいそうです。その防止策はどうな

っているのでしょうか？いずれにしても、本案

件に反対します。 

本件では犯収法の経過措置に合わせる形で

の本人確認書類規定の見直しが行われている

ものと理解しております。本法と犯収法で本人

確認書類が異なるというのは実務に影響を来

す可能性があるので是非ご対応いただきたい

です。その上で、運転経歴証明書についても同

様の対応をとるべきではないでしょうか。つま

り運転経歴証明書については平成 24 年 4 月１

日以降に交付されたものとすべきではないで

しょうか。それより前に交付された運転経歴証

明書は裏面の備考欄がなく、氏名、住所の変更

事項の記載が可能ではなく、本人確認書類とし

て取り扱うべきではないと考えます。 

運転経歴証明書については、「交付年月日が

平成二十四年四月一日以降のものに限る。」と

規定しております。 

精神障害者保健福祉手帳については地方公

共団体による扱いがいい加減であるので、あま

り高い価値を置かないべきと考える。 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

も他の身分証明書を使用する事は可能である

ので、これは各種制度においての身分証明書と

しての扱いを廃止した方が良いのではないか

と考える。 

公的機関により発行された書類であり、被証

明者の本人特定事項の記載があるものである

ことから、引き続き本人確認書類として扱いま

す。 

 


